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瑞浪市子ども食堂運営支援事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 市は、地域における子どもの居場所づくりと、子どもと地域住民との

交流の促進を図るため、子ども食堂（支援を必要とする子どもたちに対し、食

事の提供を主とした支援を提供する場をいう。以下同じ。）を開設及び運営す

る団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して

は、瑞浪市補助金等交付規則（平成20年規則第32号）に定めるもののほか、こ

の要綱で定めるところによる。  

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲

げる要件をすべて満たす事業とする。  

(１) 瑞浪市内で子ども食堂を開設及び運営すること。  

(２) 利用者は、子ども（18歳未満の者をいう。以下同じ。）であって、市内

に在住し、支援を必要とするものであること。ただし、その者の保護者並び

にその他の子ども及び地域の高齢者、障がい者等が利用することを妨げない。 

(３) １食あたりの利用料は、無料又は実費相当額以下とする。ただし、 18

歳以上の者の利用料は、実費相当額とする。  

(４) 食事の提供のみならず、学習面でのサポートやレクリエーション活動の

場の提供等、子どもが安心かつ健全に過ごせる環境を確保するよう努めるこ

と。 

(５) 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。  

(６) 年間を通じて計画的に運営するとともに、子ども食堂の開始月からその

年度末までの月数以上開催すること。ただし、瑞浪市立小中学校の長期休業

中にのみ開催する場合においては、８回以上開催すること。  

(７) 補助事業完了の日から１年以上は子ども食堂の運営を継続する見込み

（瑞浪市立小中学校の長期休業中にのみ開催する場合は、翌年度も実施する

見込み）があること。 

(８) 子どもが幅広く参加できるように広報等を行うこと。  

(９) 管轄する保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受ける等、所要の

衛生管理を行うこと。 

(10) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、利用者及び事業従

事者を対象にした傷害保険に加入する等、安全確保に努めること。  
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(11) 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。  

(12) 市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力するこ

と。 

(13) 補助金の交付を受けようとする年度において、補助の対象となる経費に

ついて市から他の補助金の交付を受けていないこと。ただし、交付対象とな

る経費が重複しない場合は、この限りではない。  

（補助対象団体） 

第３条 補助の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次に掲

げる要件をすべて満たす団体とする。  

(１) 定款、会則等を備えていること。  

(２) 補助対象事業とその他の事業等に係る経費を区別し、収支を明らかにで

きること。 

(３) 活動内容が公序良俗に反しないこと。  

(４) 瑞浪市暴力団排除条例（平成24年条例第25号）に規定する暴力団又は暴

力団員等でないこと。 

(５) 市町村民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。  

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

別表に掲げるとおりとする。  

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から子ども食堂の利用料その他

の収入を控除して得た額（ 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額）又は申請年度内において子ども食堂を開催した回数に 10,000円を乗じ

て得た額のいずれか少ない額とする。ただし、200,000円を限度とする。 

２  補助金の交付は、子ども食堂１箇所（補助対象団体が実質的に同一であ

る、開催場所を変更したのみである等市長が同一の子ども食堂と認める場合を

含む。）につき、通算して３年度までとする。  

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体（以下「申請者」という。）

は、交付を受けようとする年度の４月30日までに、子ども食堂運営支援事業費

補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りではない。 
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(１) 事業計画書（様式第２号）  

(２) 収支予算書（様式第３号）  

(３) 構成員名簿及び団体の概要が分かる書類  

(４) 定款、会則等 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内

容を審査し、当該申請に係る補助金を交付するものと決定したときは、子ども

食堂運営支援事業費補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第８条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定

者」という。）は、補助対象事業を完了した日から 30日を経過した日又は３月

31日のいずれか早い日までに、子ども食堂運営支援事業費補助事業実績報告書

（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(１) 事業実施報告書（様式第６号）  

(２) 収支決算書（様式第７号）  

(３) 写真その他の補助事業実施状況がわかる書類  

（額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により子ども食堂運営支援事業費補助事業実績報

告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、子ども食堂運営支援事業費補助金交付額確定通知書

（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。  

（交付の請求） 

第10条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、子ども食堂運営支援事業費補助金交付請求書（様式第９号）

を市長に提出しなければならない。  

（交付の特例） 

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払により補助金の一部

又は全部を交付することができる。  

２ 前項の規定による補助金の概算払を受けようとする交付決定者は、子ども

食堂運営支援事業費補助金概算払請求書（様式第 10号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 
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３ 概算払を受けた交付決定者は、第８条に規定する補助事業実績報告書に子

ども食堂運営支援事業費補助金概算払精算書（様式第 11号）を添えて市長に提

出しなければならない。  

（交付） 

第12条 市長は、交付決定者から提出される第 10条及び前条第２項の規定によ

る請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。  

（書類、帳簿等の保管）  

第13条 交付決定者は、この要綱に基づく補助金に関する書類、帳簿等を、補

助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならな

い。 

（補助金の返還） 

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた交付決定

者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。 

（補則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成31年度に実施する補助対象事業については、第６条本文の規定にかか

わらず、平成31年５月31日までに申請するものとする。 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 

運営経費 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、食材費、役務費、

保険料、使用料及び賃借料、備品購入費  

備考 ただし、次に掲げる経費は、対象としない。  

(１) 補助対象団体の構成員の賃金及び役員報酬、事務所の維持管理費並び

に借上費等団体運営にかかる経費  

(２) 補助対象団体の構成員の親睦等のための会合及び会議の開催に係る

経費並びに飲食にかかる経費  

(３) カメラ、ビデオ、パソコンその他子ども食堂以外での使用が認められ

る備品の購入にかかる経費  


